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2021年4月1日

２ 現行の感染症法における課題・論点

（１） 電子カルテ情報共有サービスの利用等

（２） 感染症関連情報の二次利用



【  】

氏名などに加え、
必要に応じて、医療データ領域も削除・改変が必要

氏名
などは
削除

医療データ領域の削除・改変は不要

仮名加工医療情報のイメージ（匿名加工医療情報との違い）

氏名 性別 生年月日 受診日 体重 収縮期血圧 HbA1c インスリン濃度 病名

厚労花子 女 2003/7/26 2020/8/3 53.4 211 4.8 20.9 膵島細胞症（希少疾患）

医療情報
（元データ）
医療情報
（元データ）

3

改正に
より新設

仮名加工
医療情報

医療データ領域

ID 性別 生年月日 受診日 体重 収縮期血
圧

HbA1c インスリン濃度 病名

B002 女 2003/7 2020/7/29 50～55 201以上 4.8 20.9 その他

匿名加工
医療情報

【現行法】

氏名 性別 生年月日 受診日 体重 収縮期血圧 HbA1c インスリン濃度 病名

B002 女 2003/7/26 2020/8/3 53.4 211 4.8 20.9 膵島細胞症（希少疾患）

変 更 無 し

※赤字はデータ改変部分

氏名
などは
削除

※ ただし、当該情報の中で単体又は組合せにより特定の個人を識別することができる記述については削除が必要。

■ 仮名加工医療情報は、氏名など単体で特定の個人を識別できる情報の削除が必要であるが、

  匿名加工医療情報と異なり、特異な検査値や病名であっても削除・改変は不要。

3

第１回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
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電子カルテ情報と各種データベースの医療等情報との連結解析のイメージ（１）

4

電子カルテ情報には、診断名、検査結果、治療内容、転帰等の詳細な臨床情報が含まれており、これらを研究目的に応じて仮

名化情報として利用し、NDB等の各種データベースの医療等情報と連結解析することにより、以下のような分析を行うことが

考えられる。 ※電子カルテ情報共有サービスで共有される電子カルテ情報は、まずは３文書６情報からスタート

①医薬品・医療機器等の有効性・安全性評価
レセプトやDPCデータに含まれる過去の処方情報と、患者毎の退院・転院後の長期の臨床情報等を組み合わせて解析することで、

医薬品の市販後調査や安全性検証が充実する。

②臨床像の解明や創薬開発の推進
希少疾患を有する患者について、疾患登録情報と悉皆性のある長期の臨床情報、レセプト情報等を組み合わせて解析することで、

臨床像の解明が期待できる。また、効率的な臨床試験が可能となり、創薬開発が推進される。

臨床情報
・受診日
・診断名
・重症度
・検査結果
（血算、肝・腎機能、X線・CT等）
・転帰

レセプト、DPCデータ
・処方情報
（薬剤名、処方量、処方日等）

分析例
・抗がん剤による晩期合併症の発生率
・医薬品の適用拡大、新規の副作用の発見

疾患登録情報
・診断名
（分類、重症度等）

・診断日
・医療機関
・検査結果
・病理診断
・治療内容

臨床情報
・受診日
・診断名
・検査結果
・処方情報
・転帰

レセプト情報
・診療行為

分析例
・希少疾患の臨床像の解明
・臨床試験の対象者の把握、組み入れ

基準の検討、臨床試験期間終了後の
RWDでの長期フォローアップ

第４回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ

資料
１ｰ２
抜粋2024(令和６)年３月18日



電子カルテ情報と各種データベースの医療等情報との連結解析のイメージ（２）
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④医療、介護・障害福祉サービスの質の評価
ある治療を行う際、レセプト情報等に含まれる診療行為、治療前後の日常生活動作（ADL）、介護・障害福祉サービスの利用状

況、コスト等に加えて、臨床情報に含まれる転帰、合併症、検査所見等を組み合わせて分析することで、治療の質がより精緻に評
価できる。

また、多くの項目を用いた多角的な解析を通して予後予測・治療効果予測モデルの開発ができれば、よりエビデンスに基づいた
治療方針や支援の決定に役立つ。

レセプト情報、介護レセプト情報
・ADL情報
（要介護度、日常生活自立度）

・介護・障害福祉サービスの利用状況
・介護費、医療費
・診療行為

臨床情報
・受診日
・診断名
（主病名、合併症）

・検査結果
・処方情報
・転帰

分析例
・医療、介護・障害福祉サービスの質の

定量的な評価、費用対効果の評価
・予後予測・治療効果予測モデルの開発
・新たなQOL、ADL指標の開発

③感染症危機への対応
感染症流行時、発生届の情報と感染患者の臨床情報等を組み合わせて解析することで、臨床像の把握に加えて、重症化リスクや

罹患後の長期症状発症リスク因子が同定でき、適切な医療提供体制整備や医療資源配分の計画策定に役立てられる。
また、予防接種情報と臨床情報等を組み合わせることで、ワクチンの感染症発症予防効果や重症化予防効果等の有効性を評価で

きる。

感染症、予防接種情報
・感染症発生届
・接種日、種類

臨床情報
・受診日
・診断名
（透析、免疫抑制状態の有無等）

・臨床症状
（発熱、呼吸器、消化器症状等）

・検査結果
・妊娠の有無
・処方情報
・転帰

分析例
・重症化リスク、罹患後の長期症状発症リスク

因子の同定
・医療資源配分の計画策定
・ワクチンの有効性の検証

第４回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
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厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のＤＢ等について

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベースが順次整備されている。

保有する
データの
区分

国が保有するデータベース 認定DB
PMDAが
運営するDB

匿名データベース（特定の個人の識別ができないデータベース） 顕名データベース（特定の個人の識別が可能なデータベース） 顕名DB 匿名DB

データ
ベース
の名称

ＮＤＢ
（匿名医療保険等関連
情報データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（介護保険総合データ

ベース）
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（匿名診療等関連情報

データベース）
（平成29年度～）

予防接種DB
（予防接種データ

ベース）

(構築中)

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)

(令和５年度～)

全国がん登録ＤＢ
（全国がん登録データ

ベース）
（平成28年～）

難病ＤＢ
（指定難病患者データ

ベース）
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（小児慢性特定疾病児
童等データベース）
（平成29年度～）

iDB

(感染症DB)
(令和６年度～)

次世代医療基盤法
の認定事業者
（平成30年施行）

MID-NET
（平成23年～）

元データ
レセプト、
特定健診、
死亡情報（R6~）

介護レセプト、
要介護認定情報、
LIFE情報

DPCデータ
予防接種記録、 副
反応疑い報告

給付費等明細書情
報、障害支援区分
認定情報

がんの罹患等に関す
る情報、死亡者情報
票

臨床調査個人票 医療意見書 発生届情報等 医療機関の診療情
報 等

電子カルテ、
レセプト、DPCデータ

主な
情報項目

傷病名（レセプト
病名）、投薬、
健診結果 等

介護サービスの種類、
要介護認定区分、
ADL情報等

傷病名・病態等、
施設情報 等

ワクチン情報、
接種場所、副反応の
症状 等

障害の種類、障害の
程度 等

がんの罹患、
診療内容、転帰 等

告示病名、生活状
況、各種検査値 等

告示病名、発症年
齢、各種検査値 等

感染症の名称・症状、
診断方法、初診年月
日・診断年月日、発
病推定年月日等

カルテやレセプト等に
記載の医療機関が
保有する医療情報

処方・注射情報、
検査情報 等

保有主体
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）

国
（厚労大臣）

認定事業者
（主務大臣認定）

PMDA・
協力医療機関

データ
取得時の
本人同意
の取得

無 無 無 無 無

無
※データ取得時には不要だが、
研究者等へ顕名データを提
供するにあたっては、患者が
生存している場合には、あら
かじめ同意取得が必要

有 有 無
無

※一定の要件を満たすオプト
アウトが必要

無

第三者
提供する
データ
・

提供先

匿名データ
（平成25年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成30年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成29年度～）

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(実施時期未定)

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(令和７年12月～)

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

顕名データ
匿名データ

（平成30年度～）

・国の他の行政機関・独法
（国又は独法から委託された者
や・国又は独法との共同研究
者を含む。）
・地方公共団体
・研究者、民間事業者

匿名データ
(令和6年4月～)

※令和6年4月以降
・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(令和6年4月～)

※令和6年4月以降
・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
(令和6年4月～)

・国の他の行政機関
・地方公共団体
・大学等の研究機関
・民間事業者等

匿名データ
（平成30年5月～）

仮名データ
（令和6年4月～）

・大学等の研究機関
・民間事業者等
・地方公共団体 等
※仮名データについては国による
認定を受けることが必要

匿名データ
（平成30年度～）

・大学等の研究機関
・民間事業者等

提供時の
意見聴取

社会保障審議会（医療
保険部会 匿名医療情報
等の提供に関する専門委
員会）

社会保障審議会（介護
保険部会匿名介護情報
等の提供に関する専門委
員会）

社会保障審議会（医療
保険部会 匿名医療情報
等の提供に関する専門委
員会）

未定 未定

厚生科学審議会がん登録
部会・全国がん登録情報
の利用と提供に関する審
査委員会
国立がん研究センターの合
議制の機関
各都道府県の審議会等

厚生科学審議会
（令和６年４月～）

社会保障審議会
（令和６年４月～）

厚生科学審議会
（令和６年４月～）

認定事業者の設置する審
査委員会

MID-NET有識者
会議

連結解析

・介護DB
・DPCDB
・次世代DB
・感染症DB

・NDB
・DPCDB
・次世代DB
・感染症DB

・NDB
・介護DB
・次世代DB
・感染症DB

未定 未定 ー ・小慢DB ・難病DB

・NDB
・DPCDB
・介護DB

・NDB
・DPCDB
・介護DB

ー

6
上記の他、民間事業者が保有するDBとして、例えば、以下のものが挙げられる。 〔企業名（DB名）〕
●メディカル・データ・ビジョン株式会社（EBM Provider） ／ ●リアルワールドデータ株式会社（HCEI / RWDデータベース）
●日本医療データセンター（JMDC医療機関データベース） ／ ●4DIN（4DIN Research Network） ／ ●一般社団法人National Clinical Database（NCD） 等

第２回健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
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厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のＤＢ等について

7

保有するデータ
の区分

国が保有するデータベース 認定DB
PMDAが
運営するDB

匿名データベース 顕名データベース 顕名DB 匿名DB

データベース
の名称

ＮＤＢ
（匿名医療保険等関
連情報データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（介護保険総合データ

ベース）
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（匿名診療等関連情
報データベース）
（平成29年度～）

予防接種DB
（予防接種データ

ベース）

(構築中)

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)

(令和５年度～)

全国がん登録ＤＢ
（全国がん登録データ

ベース）
（平成28年～）

難病ＤＢ
（指定難病患者データ

ベース）
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（小児慢性特定疾病
児童等データベース）
（平成29年度～）

iDB

(感染症DB)
(令和６年度～)

次世代医療基盤法
の認定事業者
（平成30年施行）

MID-NET
（平成23年～）

利用・提供の目的
国民保健の向上に
資するため

介護保険事業計
画等の作成・実施
等及び国民の健康
の保持増進並びに
その有する能力の
維持向上に資する
ため

国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上に
資するため

障害者等の福祉の
増進に資するため

国等のがん対策の
企画立案・実施に
必要ながんに係る
調査研究のため
・がん医療の質の向
上等に資するため

難病に関する調
査・研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

小児慢性特定疾
病に関する調査・
研究の推進や、
国民保健の向上に
資するため

国民保健の向上
に資するため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

医薬品等の市販後
安全対策に資する
ため

管理・保護
のための措置

（詳細は次ページ）

・照合禁止
・不要時の即時消去
・安全管理（毀損、漏洩等
の防止）

・利用者の義務（秘密保持、
不当利用の禁止）

・立入検査
・是正命令

有 有 有 有 有

有
（安全管理、利用者
の義務、報告徴収、
勧告及び命令）

有 有 有 有 有

委託等 支払基金

民間事業者（DB
保守・運用・工程管
理等）
国保中央会

民間事業者（DB
運用等）

未定

民間事業者（DB
保守・運用・工程管
理等）
国保中央会

国立がん研究セン
ター
※厚労大臣の権限
及び事務の委任

国立研究開発法人医
薬基盤・健康・栄養研
究所
民間事業者（DB保
守・運用・工程管理

等）

国立成育医療研究セ
ンター
民間事業者（DB保
守・運用・工程管理
等）

民間事業者
（DB保守運用、
工程管理支援）
へ委託予定

ー ー

手数料 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

罰則等
（詳細は次ページ）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（秘密の漏洩、不正利用

等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（利用者の義務等に違反、
立入検査の拒否等）

有
（秘密の漏洩、不正利用

等）

有
（利用者の義務等に違反、

秘密の漏洩等）

根拠法

・高確法
§16
～§17の2

・介護保険法
§118の２
～§118の11、197

・健保法
§150の2
～§150の10

・予防接種法
§24～§32

※施行日は未定

・障害者総合支援
法
§89の２の３
～§89の２の11

・児童福祉法
§33の23の２
～§33の23の11

※令和５年４月か
ら施行

・がん登録推進法
（§２Ⅳ、§44、
45を除く。）

・難病法

§27の２
～§27の10

※令和６年４月か
ら施行

・児童福祉法
§21の４の２
～§21の４の10

※令和６年４月か
ら施行

・感染症法
§56の41
～§56の49

※令和６年４月
から施行

・次世代医療基盤法 ・PMDA法
§15
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医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ
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欧州ヘルスデータスペース ( E H D S )の概要

EHDS は自身の電子健康データへのアクセスや権利の行使、各加盟国の不均一なGDPR実施や解釈、規格の違い等に対

応する欧州における健康特有のデータ共有の枠組みである

EHDS導入の準備状況、スケジュール
■一次利用のインフラ(MyHealth@EU)
➢ EHDS法案以前からの努力義務のため、既に一部で開始されており、2025年ま

でに25か国が段階的に参加を予定している
➢ 2023年2月時点で一次利用が可能な国は11か国(エストニア、オランダ、クロ

アチア、スペイン、チェコ、フィンランド、フランス、ポーランド、ポルトガ
ル、マルタ、ルクセンブルク)であるが、利用可能なサービス状況は異なる

■二次利用のインフラ(HealthData@EU)
➢ 2022年10月から2年間の予定でパイロットプロジェクトを実施中
• EU4Healthプログラムにより各国の健康データインフラ(HDH、Findata等)

や欧州医薬品庁、欧州疾病予防管理センター等、計16組織でコンソーシアム
を組成

• 役割は以下の2点
✓ データソースプラットフォーム(Node)のネットワークを開発、展開
✓ 二次利用のインフラをEU全域に展開するための実現性、関心、能力を評

価

◼ EHDS提案の背景
• GDPRで自身のデータ(健康データを含む)に対する自然人の権利

が保護されているにも関わらず、国内および国境を越えた電子健
康データへのアクセスや送信等、自身の電子健康データに対する
権利の行使が困難である

• 加盟国ごとの不均一なGDPR実施や解釈が電子健康データの二次
利用の障壁になっている

• 規格の違いによる限定的な相互運用性により、デジタルヘルス分
野において別のEU加盟国への参入を妨げている

• COVID-19パンデミックで健康上の緊急事態対応における電子健
康データの重要性がより一層示された

E H D S法案とスケジュールE H D S提案の背景と目的

◼ EHDSの目的

• EU域内の自然人に対して、自身の電子健康データのコントロー
ルを保証する

• EUおよび加盟国のガバナンス機構と安全な処理環境による法的
枠組みを 構築する

• 規則を調和させ、デジタルヘルス製品とサービスの真の単一市
場に貢献し、医療システムの効率性を高める

電子健康データへのアクセス

自然人

電子健康データをコントロール

研究者、イノベーター、政策立案者

欧州ヘルスデータスペース

EHDS法案

正式名称
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council on the European Health Data Space

公表日 2022年5月3日

関係組織 欧州委員会、欧州保健デジタル庁

概要
健康に特化した欧州の共通データスペースで、電子健康データへ
のアクセスと共有に関する健康固有の課題に対処するための提案
(説明覚書より)

関連
法規制

GDPR、データガバナンス法案、データ法案、NIS指令、
EUサイバーセキュリティ法、EUサイバーレジリエンス法案

出所: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52022PC0197, https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-
health-services_en, https://www.ehds2pilot.eu/, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-06
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GDPR6条、
9条に基づく

E H D S法案における二次利用  (想定 )

HealthData@EUは、各国にHealth Data Access Bodyを設置し二次利用におけるデータ収集やデータ許可を

発行する仕組みである

顕名     仮名化 匿名化

例:公的EHRシステム

GDPR6条
公共の利益、正
当な利益および

9条に基づく

例:民間レジストリや医
療機器ベンダー

患者

患者/国民

データ保有者

各
国

E
U

GDPR6条
法的義務および9条

に基づく

④データ要求

データ利用者

【データ収集、処理、許可】
• データ許可の発行
• データ許可に基づく収集、結合、開示
• データの加工処理 (仮名化暗号キーの
保持)

【管理】
• データ利用の監視・監督
• データ保有者へのデータ品質の監視
• データ保有者に元データに対して実行
された操作の送信

• 申請等を記録する管理システム維持

監視・監督 監視・監督

罰則の適用

②申請

③データ許可の発行

【データ許可後】
データ許可に記載
された人物に制限

し、SPEにアクセス

HealthData@EU

• 二次利用を行うインフラ
• EUP2Pネットワーク
• 安全な処理環境 (SPE)

研究者、製薬企業、
医療専門職、公的

機関等

   Node
(複数を検討中)

安全な処理環境 (SPE)
• SPEに格納されたデータセット
• データの仮想化

• データ保有者のデータを保存(サーバ)
• HDABは使用するデータセットを準備
• HDABによるデータアクセスの設定

※Nodeは国別等の配置を想定

⑦準備済データ
セットの転送

データ形式は、データ利用者の
利用目的により、仮名化または

匿名化で提供

• 公的機関、民間事業者
• EHR、レジストリ、ゲノ
ムデータ、行政データ等

※小規模組織は対象外

※発行を拒否する
場合、HDABは正
当な理由を提供

罰則の適用

①保有データを通知

⑤
データ要求に基づく

データ提供

⑥(HDAB) データ処理や
アクセス設定、管理

⑧
SPEを通じた電子健康データの安全な利用
• 統計/匿名化データはDL可
• 仮名化データはDL不可かつ暗号キーなしアクセス

⑨アクセスログ

Health Data Access Body

医療機関等

受診

9
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Data Processing Services

英国の一次利用・二次利用における全体像

10

システム提供

英国国内

MyHealth@EU
(今後EHDSに接続予定)

HealthData@EU
(今後EHDSに接続予定)

他国(EU)

一
次
利
用

二
次
利
用

公的データベース
CPRD

受診

医療機関(GP)

受診(GPを受診後、必要に応じて)

患者

EHR
システム

医療機関(病院)

ITK(※2)ガイドラインを提供

NHSアプリなどを通じSCRの情報を閲覧可能

民間データベース
• Optimum、

QResearch等

Visiting解析環境CPRD data access 
portal

Visiting解析環境

データアクセス(承認後)

利用申請 / 審査・承認

公的データベース
• Genomics England、

UK Biobank Visiting
解析環境

バイオバンク

利用申請 / 審査・承認

データアクセス(承認後)

民間企業 (医療IT)

Spine (データ共有基盤)
✓ PDS (ナショナルデータサービス(患者基本情報等))
✓ Patient Administration System (患者管理システム)
✓ GP2GP (GP間情報転送サービス)
✓ SCR (診療記録プラットフォーム)

利用申請 / 審査・承認

データアクセス(承認後)

患者情報(年齢、性別)、診

察、紹介状、検査、処方、

予防接種情報等

データ利用者
ゲノムデータ、EHR等

血液サンプルの提供

MHRA(医薬品・医療製品規制

庁)、NIHR(国立健康研究所)

EHR
システム

医療IT
ベンダー

データアクセス
(承認後)

利用申請 / 審査・承認

要求 / 
データ提供

政府機関
• ONS(国家統計局)：

死亡データの統合
• 公衆衛生局：

がん登録データ
• 保健社会福祉省：

医療従事者データ

システム

顕名

仮名化

データ項目匿名化

データベース

HSCN
(※1)

※1  Health and Social Care Network (HSCN) : NHSと各組織が連携するための標準ネットワーク
※2  ITK(Interoperability Toolkit : 相互運用性ツールキット)ガイドラインは、医療と社会福祉の相互運用性をサポートするための共通の仕様、フレームワーク、実装ガイドのセット

要求 / データ提供

NHS England  

Data Processing Pipeline
データ検証、取込、

クレンジング、品質確認、仮名化

Secure Storage
NHS二次利用用データセット(39種)を保管

病院統計
データ
(HES)

がん登録
データ

Covid-19
予防接種
データ …等

Data Access Request Services (DARS)
データへのアクセス許可を管理するシステム

Data Access Environment (DAE)
以下のいづれかを利用してデータ提供

Secure Data 

Environment (SDE):
Visiting 解析環境

Secure Electronic 

File Transfer (SEFT):
データ転送システム

✓ 電子処方箋
✓ オンライン紹介状等

Secondary Uses Services (SUS+)
英国の医療データを収集しNHS内で二次利用す
るためのサービス (NHS職員のみアクセス可)

データ提供

(病院データ)(GPデータ等)

未定稿
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英国の情報連携基盤の構成

11

データソース 情報連携基盤

※1 Health and Social Care Act 2012の第254条に基づき、国務大臣は医療サービスまたは社会福祉の提供に関連する職務の
遂行に関連して、情報の収集が適切である場合、NHS Englandに情報システムの構築および運用を指示することができる
※2 今後、DAEはDARSと統合され、リクエストとデータ利用がより迅速かつ容易になる予定(2024.5月時点)

出所 : https://www.gov.uk/government/publications/nhs-englands-protection-of-patient-data/nhs-englands-protection-of-patient-

data#:~:text=section%20254%20of%20the%202012,the%20provision%20of%20health%20services、https://www.ukauthority.com/media/9887/grahamspearing.pdf

Secure Storage (データセット)

※データセット毎に更新
（月、四半期、年単位）

NHS England

その他
データ提供機関 ※1

各Data Ingestion 
Pipeline Secure Data Environment (SDE)

セキュアなデータの研究分析環境
(疫学研究、臨床試験、AI/アルゴリズム研究等)

⚫ プログラミング言語(Python, 

R等)

⚫ IDE:統合開発環境(Rstudio)

⚫ 統計解析ツール(Databricks, 

Stata )
⚫ データ共有・共同編集等の

ツール GitLab

Data Access Environment(DAE) 
(SDEサービスをサポートするプラットフォーム)

データ利用申請機能

DARS Online(オンライ
ン申請システム)を利用

解析環境

Department for 
Health and 
Social Care

(保健社会福祉省)

Public Health 
England 

(公衆衛生局)

ONS
(国家統計局)

Secure Electronic File Transfer (SEFT)
データ送受信サービス

データアップロード・ダウンロード機能

※データ利用
者からの申請
に応じて処理

不正なデー
タのイン

ポート、エ
クスポート
の防止機能

Data Processing Services(データの収集、処理、使用を変革する処理サービス)

Hospital 

Episode 

Statistics 

(HES)

Emergency 

Care Data Set

(ECDS)

病院データ関連DB

その他疾患別・テーマ別DB

Cancer 

Registration 

Data

Civil 

Registrations 

of Death

…等
30以上
のDB

…等

NHSが保有する情報やその他の情報保有主
体がNHSへ提供した情報に基づき作成

Covid-19 

Data for 

Pandemic 

Planning and 

Research

National 

Diabetes 

Audit

GPデータ関連DB

…等

データ利用者 

(研究者等)

Data Access Request 

Services(DARS)※2
⚫申請受付
⚫データ共有契約の管理

GP

・
・
・

• データ抽出
/連結

• 加工処理

等

病院

仮名化

または

匿名化

未定稿
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